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財政安定化支援事業

50％ 50％

調整交付金（国）

（９％）※１

7,600億円

調整交付金（国）

（32％） ※１

20,900億円

定率国庫負担

公費負担額
44,800億円

国 計 ： 32,200億円

都道府県計： 10,800億円

市町村計 ： 1,800億円

医療給付費等総額： 約103,400億円

都道府県繰入金

（９％） ※１

5,900億円

前期高齢者交付金

○ 国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在に
よる保険者間の負担の不均衡
を、各保険者の加入者数に応
じて調整。

前期高齢者交付金

34,600億円
※３

保険者支援制度

低所得者保険料軽減制度

100億円

単位

市町村への地方財政措置：1,000億円

○ 出産する被保険者に係る産前
産後期間相当分の均等割保険料
及び所得割保険料を公費で支援。
事業規模： 15億円、国庫補助額： 8億円

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

○普通調整交付金（７％）
都道府県間の財政力の不均衡
を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、措
置できない都道府県・市町村の
特別の事情（災害等）を考慮し
て交付。

保険者努力支援制度

特別高額医療費共同事業

高額医療費負担金

保険者支援制度

保険者努力支援制度

特別高額医療費
共同事業

高額医療費負担金

保険料

（23,100億円）

法定外一般会計繰入

約700億円 ※２

産前産後保険料免除制度

令和６年度の国保財政 （令和６年度予算案ベース）

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予
防・健康づくり等の取組状況に応じ支援。
予算額：約1,300億円

○ 著しく高額な医療費（１件420万円超）に
ついて、都道府県からの拠出金を財源に

全国で費用負担を調整。国は予算の範
囲内で一部を負担。 国庫補助額：60億円

○ 高額な医療費（１件80万円超）の発生に
よる国保財政の急激な影響の緩和を図る

ため、国と都道府県が高額医療費の１/４
ずつを負担。

事業規模：4,000億円、国庫補助額：1,000億円

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定割
合を公費で支援。
事業規模： 2,600億円、国庫補助額：1,300億円

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

※１ それぞれ保険給付費等の9％、32％、9％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から
国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある

※２ 令和３年度決算における決算補填等の目的の一般会計繰入の額

※３ 退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる

子ども保険料軽減制度

○ 未就学児に係る均等割保険料について
保険料額の５割を公費で支援。
事業規模： 80億円、国庫補助額：40億円

（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

子ども保険料軽減制度

産前産後保険料免除制度

○ 低所得者の保険料軽減分を
公費で支援。

事業規模： 4,300億円

（都道府県 3/4、市町村 1/4）

低所得者保険料軽減制度
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注１ 前期調整額及び後期支援金の拠出側の合計と交付側の金額が一致しないのは、表示されていない他制度（国保組合など）があるため。
注２ 「前期調整額」には、退職拠出金も含む。また、市町村国保の後期高齢者支援金に係る前期調整額は、「収入」の「前期調整額」に含めており、「支出」の「後期支援金」には調整前の金額を記載している。

制度別の財政の概要（令和３年度）

医療保険制度間では、年齢構成による医療費の違いなどによる財政の負担を調整するために、負担を調整する仕組

みとなっています（前期調整額）。また後期高齢者に係る給付費の一部は他の制度も支援金という形で負担していま

す。（後期支援金）

協会けんぽ 組合健保 市町村国保 後期高齢者共済組合
12



国　費 394億円
（429億円）

介護納付金 60億円
（60億円）

前年度繰越金
99億円

（19億円）
国費返還金

9億円
（9億円）

その他
18億円

（14億円）
その他

20億円
（21億円）

※（　　　）は予算額

             その他歳入・・・特別高額医療費共同事業交付金、療養給付費交付金など
             その他歳出・・・特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金、保健事業費など

81億円
（84億円）

令和５年度　愛媛県国民健康保険事業特別会計　決算

歳　入　1,447億円
　　　　 （1,401億円）

歳　出　1,348億円
　　　　 （1,401億円）

国保事業費
納付金

378億円
（378億円）

後期高齢者
支援金

186億円
（188億円）

県　費

前期高齢者
交付金

477億円
（477億円）

保険給付費等
交付金

1,073億円
（1,123億円）

【令和５年度決算状況】

○歳 入・・・・約１，４４７億円

○歳 出・・・・約１，３４８億円

○差引収支・・・約９９億円の黒字

（予算額に対する決算額の状況）

歳入：＋46億円

〔国費（▲35）、県費（▲３）、繰越金（＋80）、その他（＋４）〕

歳出：▲53億円
〔保険給付費等交付金（▲50）、後期高齢者支援金（▲２）、その他（▲１）〕

前期高齢者の加入率

が高い国保に対する被

用者保険からの支援金

市町からの納付金

国からの交付金

県の法定負担

主に医療費

後期高齢者医療

制度への支援金

介護保険制度へ

の納付金

交付超過となった

国費への返還金
前年度からの繰越金



前期高齢者
交付金

477億円

国　費 423億円

介護納付金 59億円

その他 3億円 その他 7億円

その他歳入・・・特別高額医療費共同事業交付金、療養給付費交付金など

その他歳出・・・特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金、保健事業費など

令和６年度　愛媛県国民健康保険事業特別会計予算（当初予算）

歳　入　　1,347億円 歳　出　　1,347億円

保険給付費等
交付金

1,096億円

国保事業費
納付金

360億円
後期高齢者

支援金
185億円

県　費 84億円

負担金、業務委託料【410万】

貸付・交付

積立・償還

・医療分 ・医療分 ・医療分
・後期高齢者支援分 ・後期高齢者支援分 ・後期高齢者支援分

・介護分 （介護分は年金天引き）

※金額は、R6年度当初予算要求ベース

県国民健康保険事業特別会計の概要

40歳未満 40～65歳未満 65～75歳未満
保　険　料 保　険　料 保　険　料

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金・基盤安定負担金【51億円】

（軽減分、支援分、子ども均等割分）

県

国保特別会計

【１,382億円】

国負担金等【429億円】

・療養給付費等負担金【267億円】 ・高額医療費負担金【10億円】

・調整交付金【130億円】 ・特別高額医療費負担金【0.5億円】

・保険者努力支援制度交付金【18億円】 ・特定健康診査等負担金【1.9億円】

国一般会計

県繰出金【86億円】

・特定健診等負担金【1.9億円】

・県繰出金【74億円】

・高額医療費負担金【10億円】

・事務費【645万円】

県一般会計

前期高齢者交付金 【476億円】

後期高齢者支援金 【188円】

前期高齢者納付金 【0.5億円】

介護納付金 【59億円】

市 町

保険給付費等交付金

【1,124億円】
納付金

【382億円】

財政安定化基金

県国民健康保険団体連合会

（公社）国民健康保険中央会

被保険者

保険料 保険給付

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金・基盤安定負担金【51億円】

（軽減分、支援分、子ども均等割分、

産前産後保険料分）

県

国保特別会計

【１,347億円】

国負担金等【423億円】

・療養給付費等負担金【257億円】 ・高額医療費負担金【10億円】

・調整交付金【136億円】 ・特別高額医療費負担金【0.6億円】

・保険者努力支援制度交付金【17億円】 ・特定健康診査等負担金【1.9億円】

国一般会計

県繰出金【84億円】

・特定健診等負担金【1.9億円】

・県繰出金【72億円】

・高額医療費負担金【10億円】

・事務費【653万円】

県一般会計

前期高齢者交付金 【477億円】

後期高齢者支援金 【185億円】

前期高齢者納付金 【0.5億円】

介護納付金 【59億円】

市 町

保険給付費等交付金

【1,096億円】
納付金

【360億円】

財政安定化基金

県国民健康保険団体連合会

市町の一般会計に対する助成制度

のため、県特会を経由しない。

積立金【447万円】

（公社）国民健康保険中央会

取崩・利子【447万円】

被保険者

保険料 保険給付

国保ヘルスアップ支援事業費【1.7億円】


